
全
員
賛
成
で
可
決

そ
の
他
の
議
案全

員
賛
成
で
可
決

職
員
の
給
料
月
額
の
減
額
率
を
２
％
に

 
〜
職
員
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
〜

委
員
定
数
の
変
更
や
調
査
に
要
す
る
経
費
な
ど

〜
百
条
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
調
査
経
費
〜

　

今
年
４
月
、
町
財
政
再
建
の
一
環
と
し
て
、
一
般
職
の
職
員

の
給
与
等
を
減
額
す
る
特
例
条
例
が
公
布
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
職
員
に
と
っ
て
は
大
幅
な
減
額
措
置
で
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
職
員
組
合
と
協
議
を
続
け
た
結
果
、
３
％
の
減
額
措

置
は
６
月
ま
で
と
し
、
７
月
か
ら
来
年
３
月
ま
で
は
２
％
と
す

る
こ
と
で
合
意
で
き
た
の
で
、
条
例
の
改
正
を
し
ま
し
た
。

　

こ
の
結
果
、
人
件
費
の
年
間
削
減
額
は
、
全
会
計
で

７
０
３
９
万
円
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

　

百
条
委
員
会
は
活
動
を
休
止
し
て
い
ま
す
が
、
元
職
員
が
逮

捕
・
起
訴
さ
れ
た
の
ち
再
開
し
、
残
る
全
容
の
解
明
を
行
っ
た

う
え
で
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
本
年
度
の
調
査
に
掛
か
る
経
費
を
１
０
１
万
４
千
円
以

内
と
定
め
、
併
せ
て
、
２
月
末
に
議
員
１
人
が
辞
職
し
た
た
め
、

特
別
委
員
会
の
委
員
定
数
を
11
人
か
ら
10
人
に
改
め
ま
し
た
。

条
例
の
改
正

議会冒頭行政報告をする柴田町長

町長からの
行政報告

　

昨
年
５
月
26
日
、
元
職
員

に
よ
る
公
金
横
領
事
件
が
発

覚
し
ま
し
た
。
町
は
、
昨
年

８
月
18
日
、
地
方
自
治
法
第

２
４
３
条
の
２
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
監
査
委
員
に

対
し
て
、
事
件
の
事
実
関
係

の
確
認
、
会
計
職
員
等
の
町

に
対
す
る
賠
償
責
任
の
有
無

及
び
賠
償
額
の
決
定
等
に
つ

い
て
監
査
を
求
め
て
い
ま
し

た
が
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、

去
る
５
月
29
日
、
報
告
書
の

提
出
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
報
告
書
の
中
で
、
横

領
し
た
元
職
員
本
人
は
、
平

成
８
年
頃
か
ら
平
成
19
年
頃

ま
で
の
間
、
そ
の
管
理
に
係
る 

特
定
目
的
基
金
や
団
体
生

命
保
険
事
務
取
扱
手
数
料
、 

町
職
員
の
源
泉
所
得
税
・
町 

県
民
税
な
ど
、
総
額
２
億
５ 

７
１
４
万
４
５
８
円
を
横
領 

し
、
延
滞
税
等
を
含
め
ま
す 

と
、
町
に
対
し
て
２
億
６
２ 

４
６
万
５
３
５
８
円
の
損
害

を
与
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
地
方
自

治
法
第
２
４
３
条
の
２
に
よ

る
賠
償
債
務
は
、
５
年
経
過

で
時
効
と
な
る
た
め
、
こ
の

事
件
に
つ
い
て
賠
償
責
任
が

あ
る
の
は
、
本
人
と
２
人
の

元
会
計
職
員
だ
け
で
、
そ
の

他
の
職
員
に
つ
い
て
は
責
任

が
及
ば
な
い
と
の
報
告
で
す
。

　

賠
償
に
つ
い
て
本
人
は
、

平
成
15
年
５
月
27
日
以
降
の

横
領
に
つ
い
て
１
０
０
％
の

責
任
を
負
い
、
そ
の
額
は
、

時
効
に
か
か
ら
な
い
被
害
額

１
億
２
８
３
７
万
５
４
９
３

円
に
、
支
払
っ
た
日
ま
で
の

延
滞
利
息
を
加
算
し
た
額
と

し
て
い
ま
す
。

　

元
会
計
職
員
に
つ
い
て

は
、
１
人
は
平
成
16
年
５
月

30
日
か
ら
平
成
18
年
５
月
20 

日
ま
で
の
被
害
額
４
５
５
１ 

万
８
５
９
０
円
の
う
ち
、
３

割
を
損
害
賠
償
割
合
と
し
、

１
３
６
５
万
５
５
７
７
円
に

支
払
っ
た
日
ま
で
の
延
滞
利

息
を
加
算
し
た
額
と
し
て
い

ま
す
。

　

も
う
１
人
は
、
平
成
18
年

５
月
21
日
か
ら
平
成
20
年

３
月
31
日
ま
で
の
被
害
額

２
５
３
７
万
４
９
０
６
円 

の
う
ち
、
１
割
を
損
害
賠 

償
割
合
と
し
、
２
５
３
万
７ 

４
９
０
円
に
、
支
払
っ
た 

日
ま
で
の
延
滞
利
息
を
加 

算
し
た
額
と
し
て
い
ま
す
。

　

町
長
の
損
害
賠
償
命
令 

は
、
監
査
委
員
の
決
定
に
基

づ
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
の

で
、
３
人
に
対
し
早
急
に
賠

償
請
求
を
行
い
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
回
求
償
す
る 

額
は
、
総
額
で
１
億
２
８ 

３
７
万
５
４
９
３
円
で
す
。

　

残
り
の
対
処
に
つ
い
て 

は
、
元
職
員
が
逮
捕
・
起
訴

さ
れ
、
裁
判
を
通
じ
て
明 

か
さ
れ
る
事
実
関
係
を
踏
ま

え
、
関
係
職
員
等
の
法
的
、

道
義
的
、
政
治
的
責
任
を
明

確
に
す
る
と
共
に
、
法
律
の

専
門
家
と
協
議
し
な
が
ら
、

方
策
を
検
討
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
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